
 

見 積 公 告 

 

下記のとおり見積競争に付します。 

令和 4年 5月 30日 

全国健康保険協会 京都支部 

支部長 守殿 俊二 
 
1.調達内容 

（1）調 達 案 件 名  令和 4年度全国健康保険協会京都支部における機密書類の収集運搬及

び廃棄処理一式 

（2）調達案件の仕様等  仕様書等による 

（3）履 行 期 間  契約締結日～令和 5年 3月 31日 

（4）履 行 場 所  仕様書による 

（5）見 積 競 争 方 法  見積書を期限内に提出し、年間の見込み額が最も低価な見積書を提出

した者を契約の相手方とする。廃棄書類の収集運搬及び廃棄処理に要

する一切の諸経費も見積金額に含むこと。 

なお、契約金額は廃棄物 1㎏あたりの処分費用および収集運搬場所

ごとの 1回あたりの収集運搬費用とする。 

              契約の決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって落札価

格   とするので、見積者は、消費税等にかかる課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず消費税等額抜きの金額を見積書に記載

すること。 

2.競争参加資格 

(1) 全国健康保険協会会計細則第 30条及び第 31条の規程に該当しない者であること。 

(2) 令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のいずれ

かの等級に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有している者。 

 (3) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 

（4）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

（5）当該案件を確実に履行できると認められる者であること。 

（6）全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。 

 (7) 当協会との契約において、契約不履行等の実績がないこと。 

 (8) 厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の適用を受けている者にあって

は、直近 1年間について保険料の未納がない者、健康保険組合等の適用を受けている者にあっ

ては、直近１年間について厚生年金保険料に未納がない者であること。また、厚生年金保険の

適用を受けない場合は、事業主が直近 1年間について国民年金の未加入及び国民年金保険料の

未納がない者であること。 

 (9) 損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。 

  (10) プライバシーマーク、ISO/IEC27001、JISQ27001認証のうち、いずれか 1つを取得している

事業者、又は就業規則等に個人情報保護の取扱規程等の規定がある事業者であり、それを証明

する書類を提出できる者。 

 

 

3.見積書の提出場所等 



 

（1）見積書の提出場所及び仕様書等に関する問い合わせ先 

     〒604-8508 京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町 634カラスマプラザ 21 

         全国健康保険協会京都支部 企画総務グループ 

         電話 075-256-8636 （担当）今井 

（2）見積書の受領期限 

     令和 4年 6月 14日（火）12時 00分（郵送の場合必着） 
 
4.その他 

（1）契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

（2）契約保証金 免除 

（3）契約書作成の要否 要 

（4）詳細は別紙仕様書による 

（5）見積書は所定の様式使用し、次の点に留意すること 

  ・消費税等抜きの金額を記載すること 

  ・封印等した封筒の作成は不要であること 

（6）見積結果 

  ・掲示板に契約者名、契約金額を掲示する 

  ・決定業者には別途電話連絡する 

 


